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番号 質疑 回答 

１. 仮囲い設置 

4.その他（１）技術仕様等に関する留意事項

の技術的要点について仮囲いに関する記載は

ございませんが、一次側工事として見ており

ますがよろしいでしょうか。 

個室でありますので仮囲いは簡易的なもので

対応します。（一次側工事業者で対応）基本的に

扉を閉めて作業を行ってください。 

但し、空調機器とそれに伴う室外機への配管接

続はメーカー応札者側となり、配管を抜くための

外壁のコア抜きが必要であれば応札者で外部バ

ルコニーの養生等はお願いします。 

２. 天井解体及び復旧 

4.その他（１）技術仕様等に関する留意事項

の技術的要点について天井解体及び復旧に関

する記載はございませんが、一次側工事とし

て見ておりますがよろしいでしょうか。 

問題ありません。 

一次側工事業者にて床・天井は全て解体（吊りボ

ルトは残し）し、撤去復旧後、美装まで費用を見

ております。 

ただし空調機器および滅菌水供給装置の設置

に係る工事内容を一次側工事業者へ事前説明し

コア抜き箇所等を詳細詰めること。 

３ 一次側給排水工事については、実施いただけ

ると思いますが、トイレシャワーユニットを

設置する際、洗面台入替も実施されますで 

しょうか？(もしくは、そのまま使用 or 当社

側で入替でしょうか) 

既設洗面台はそのまま使用可能です。 

ただし、メーカー応札者側で滅菌水供給装置の

設置にあたり不都合がある場合は取り外し、新設

することは差し支えありません。 

基本的な考え方は既設洗面台の場所に対し、仕

様書を満たす滅菌水供給装置が備え付けられる

こと。また洗面を利用できるようにしていただく

ことです。 

 


